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（別紙） 

新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

第１編 国税通則法関係 

 

第２章 再調査の請求 

 

第81条 ((再調査の請求書の記載事項等))関係 

（補正の方法） 

81－９ 補正は、原則として既に提出されている再調査の請求書とは別の書面をもって行わせる

ものとするが、再調査の請求人が出頭して補正する場合には、法第81条第４項((補正事項につ

いての陳述の録取))の規定による録取の方法に代えて、再調査の請求書そのものを補正させて

も差し支えない。 

(注) 再調査の請求書そのものを補正させるときは、補正の箇所に再調査の請求人の署名を求

める等その事績を明らかにしておくものとする。 

 

 

 

 

第１編 国税通則法関係 

 

第２章 再調査の請求 

 

第81条 ((再調査の請求書の記載事項等))関係 

（補正の方法） 

81－９ 補正は、原則として既に提出されている再調査の請求書とは別の書面をもって行わせる

ものとするが、再調査の請求人が出頭して補正する場合には、法第81条第４項((補正事項につ

いての陳述の録取))の規定による録取の方法に代えて、再調査の請求書そのものを補正させて

も差し支えない。 

(注) 再調査の請求書そのものを補正させるときは、補正の箇所に再調査の請求人の押印を求

める等その事績を明らかにしておくものとする。 

 

 

 

 

 


